
「医療施設体系のあり方に関する検討会」について

平 成 １ ８ 年 ７ 月

医 政 局 総 務 課

１．開催の趣旨等

平成１７年１２月８日にとりまとめられた社会保障審議会医療部会の「医療提

供体制に関する意見」において、①地域医療支援病院制度全般にわたる検討課

題、②特定機能病院制度のあり方及び③医療法施行規則の「病院における外来

患者数に基づく医師数の配置標準」規定の必要性、の３つの課題について、医療

施設体系のあり方に関する検討会を開催して検討を進める旨が指摘されている。

また、平成１８年の医療法改正を踏まえ、医療計画の見直し等を通じた医療機

能の分化連携を図っていくこととなるが、その際、かかりつけ医に求められる役

割や機能のあり方や、医療連携体制の構築の中での救急医療等確保事業に必

要な医師の確保方策などについても、検討していくことが求められる。

このため、「医療提供体制に関する意見」で具体的に掲げられた病院に係る制

度に関わる論点にとどまらず、診療所も含め、地域医療を担う医療施設の体系の

今後のあり方に関わる論点について、幅広く議論することとする。

２．検討課題例

・ 地域医療支援病院制度又はこれに類する制度の必要性の有無

・ 上記制度に求められる機能及び要件

・ 特定機能病院制度又はこれに類する制度の必要性の有無

・ 上記制度に求められる機能及び要件

・ 上記制度と医育機関（大学病院）との関係

・ 上記制度と専門医の育成のあり方との関係

・ 病院における外来患者数に基づく医師数の配置標準

・ 医療連携体制の構築に際してかかりつけ医の果たすべき役割と機能

・ プライマリケア、病診連携その他地域の医療連携のあり方

・ 救急、へき地医療等に必要な医師の確保方策との関係における医療施設の

役割

３．検討会の位置づけ等

医政局長による検討会

（検討会の庶務は医政局総務課で行う）

４．検討会のメンバー

別紙の通り

５．開催回数

７月に１回、９月以降月に１回程度のペースで開催予定


